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地方公共団体の財政が厳しい状況にあるなか、持
続可能な都市経営や公共サービスの提供を実現す
るために、公的不動産（地方公共団体が所有する土
地・建物や公共施設等：PRE）の保有量の最適化と
不要資産の売却、必要性の高い公的不動産の選
択・再配置が進んでいる。その結果として、公立の学
校や公営住宅・病院・庁舎・宿舎等の売却、移転、統
廃合、用途転用などによる公的不動産の利活用等
の機会が増している。
公的不動産の利活用等にあたっては、適正な競
争により処分価格の最大化を目指す財政健全化へ
の貢献といった視点に加え、地域の貴重な財産とし
てまちづくり、地域環境の向上や保全、都市再生へ
の貢献といった視点も重要である。これらの実現や公
共サービスの維持・向上のため、民間事業者のノウハ
ウや資金を活用への期待がますます高まっている状
況にある。

はじめに1 公的不動産における民間活力導入の留意点2

キューガーデンなどを備えた施設として平成2年に整
備された。最盛期には年間約17万人、近年は年間
約7～9万人に利用されていた。施設の老朽化を受
け、休廃止を含む施設のあり方の検討がされていた
ところ、新型コロナウイルス感染症の影響により利用
者数が減少し、施設の継続が困難と判断され、令和
5年3月末に施設が廃止された。しかし、利用者数が
減少した令和3年度においても年間4万人以上の利
用があり、市民からサービスの継続に対する要望が挙
げられた。そこで、本施設がこれからも多くの市民が憩
い、集う場としての機能を継続するため、民間活力導
入を検討することとなった。

2）事業推進のための留意点
「2.公的不動産における民間活力導入の留意点」
で挙げた項目を踏まえて、公共・民間事業者の双方の
メリット・留意点を明らかにするために、定量・定性の両
面から、①法規制等の調査、②建築物等劣化調査、
③温浴施設改修費用算出 の3点に着目し、前提条件
の整理を行った。①では、本施設の利活用の制約条
件となる法規制について必要となる許認可の手続き
等を整理した。②では、本施設は建築後約30年が経
過し、建築物・設備等の劣化が確認されたため、改修
等の必要性を施設別に調査結果としてとりまとめ、調
査結果を民間事業者の本施設の不動産を取得する
場合に適切な価値やリスクを評価するための情報提
供とすることを想定したデュー・デリジェンスとして実施し
た。③においては、市民から温浴施設のサービス継続
の要望が特に強かったことを受け、温浴施設の継続に
必要な改修等に必要な費用の算出を行った。
このように、前提条件の整理においては、民間事
業者が維持管理・運営を行う上で、収支に大きく影響
を及ぼす可能性がある公的不動産の情報を整理す
ることが重要であり、これによって、民間活力導入可

能性調査の項目が明確化・詳細化された。

3）利活用方法の検討
民間活力の導入において、多岐に亘る手法の中か

ら最適な手法を検討・採択する必要がある。特に維持
管理・運営を事業範囲に含む手法では、管理・運営の
視点を設計・建設に取り入れることで、より魅力的な施
設整備が可能となることが期待される。そのため、前提
条件を踏まえた、公的不動産・行政サービスの在り方を
定めたうえで利活用方法の検討を行う必要がある。
本施設については、施設の廃止に伴い行政財産で

はなく普通財産としての利活用を行うことになるため、民
間活力を導入する事業手法のうち、行政財産の整備を
前提とせず、民間事業者による積極的な施設改修等
の投資を促すことができることを重視し、土地及び建物
等の貸付方式および譲渡方式の適応を方針とした。

4）民間活力導入可能性調査
民間事業者の事業参入の意欲や、事業推進のた

めの留意点に係る公募条件の詳細を検討するため、
民間活力導入可能性調査を実施した。調査にあたっ
て、事業実施を幅広く周知し、市場性を高めながら、
前提条件等の十分な理解を促すことを重視すること
で、事業実現の可能性を高めることができた。

5）募集要項の作成
以上の調査等により、事業方式（所有形態・費用
負担など）や、維持管理・運営の業務範囲などの事
業範囲、事業実施の敷地範囲、リスク分担などを募
集要項としてとりまとめを行った。本業務の成果に基
づき令和5年7月に公募・事業者選定が行われた。

公的不動産の活用においては、民間事業者の自由
な利活用の提案を期待することができる。そのため、施
設の従来の設置目的を重視し、機能やサービスについ
て過度に詳細に定め、民間事業者に求めると、事業参
入意欲を低下する恐れがある。一方、本施設のように
長い期間をかけて多くの市民に利用されてきた施設と
して、市民の愛着を引き継ぎ、これからも地域のにぎわ
いの中心となる施設として、地域コミュニティの活性化
に資する利活用を求めることも重要である。
このように、様々な情報を前提条件として丁寧に整
理し、施設の整備・修繕・改修・更新や維持管理・運営
に係るコストやリスクも十分に理解することが重要であ
る。市民、民間事業者、公共が互いに享受できる事業と
なるように公的不動産の活用を検討せねばならない。

Keywords｜官民連携、公的不動産（PRE）、民間活力導入可能性調査

公的不動産の民間活力導入においては、公共側
は公的不動産の運営方針の転換のために説明責任
を負うため、事業実施条件の設定や事業者選定に
留意する必要がある。その他、民間事業者の倒産や
撤退、望ましくない第三者による権利譲渡などの事態
を防ぐためのリスクへの対策などが必要である。
また、民間事業者にとっても地域貢献のみならずビ
ジネスの好機として捉えることができる事業の実施条
件を設定する必要がある。事業化検討に必要となる
公的不動産の基礎的情報を行政が開示するととも
に、事業実施条件について民間事業者がリスクと判
断する内容なのかを行政・民間双方協議の上、共通
の理解とすることが重要である。

当社が関わった公的不動産の民間活力導入の検
討事例として、富山市より受注した「古洞の森自然活
用村」に係る民間活力導入検討調査業務について
報告を行う。

1）施設の概要・公的不動産利活用の背景
「古洞の森自然活用村（以下「本施設」）」は富山
市の南西端に位置し、温浴施設や宿泊施設、バーベ

富山市「古洞の森自然活用村」の利活用検討3

公的不動産の活用における課題4

図　公的不動産の主な活用方法の分類
出典：国土交通省「公有地等のまちづくり活用事例集」

表　PREの民間活用のメリットと留意点

出典：国土交通省「公的不動産（PRE）の民間活用の手引き」　平成30年3月
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